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一年を振り返って 

皆さま、年の瀬もつまりお忙しい毎日かと思いますが、お元気にお過ごしでしょうか。 

 平成 30年の、世の中の有り様を表す漢字一文字“災”が選ばれました。 

 一年間を想い返してみますと、北陸信越地方の暴風雪災害、西日本豪雨災害、北海道大地

震に伴う土砂災害、台風 21号による集中豪雨災害、そして、日本列島の猛暑により野菜被

害等自然災害の脅威を、まざまざと痛感させられました。痛々しく被災された地域の復旧作

業に、若い方たちが、真っ黒になって土砂を取り除く、作業ボランティア活動をしている姿

に感動しました。ともすると「今の若者は」と、行動を否定的にとられている場合が多いと

思いますが、災害地でのボランティア活動姿を報道で見、これからの日本の将来は、頼もし

く、優しく、明るい社会が築かれて行くことと、強く心に響きました。 

 今から“災”を“福”に転じて進もうではありませんか。 

 今年もご支援をいただき、誠にありがとうございました。良いお年をお迎えください。 

理事長  芳賀 マサ子   

（認定ＮＰＯ法人） 

特定非営利 

活動法人 

 ウエーブ 

〒321-1263 

日光市瀬川９５番地１（朝日町） 

電 話  0288（21）5330 

ＦＡＸ  0288（21）5388 

ホームページ http://npowave.jimdo.com/ 

メールアドレス info@wave-i.org 

【事務所営業時間】平日９時～１８時 
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第 18回全国障害者スポーツ大会（福井しあわせ天気大会）に参加して 

栃木県からウエーブへの依頼で、この大会に参加する機会を頂きました。10月 11日～16日の 6

日間、栃木県選手団（選手 32名、役員 32名）の一員として、卓球競技の視覚障がい者の介助ボラ

ンティアを体験してきました。この卓球は、音の出るボールを特別な卓球台上で転がして打ち合うサ

ウンドテーブルテニスという競技で通称ＳＴＴと呼ばれています。 

出発前には、3回の合同練習会、結団式など、真夏から参加者は練習に励み、私も競技者と行

動を共にしてコミュニケーションを図るように努めました。県の担当者の方から「競技者が大会中体

調を崩すことなく元気で競技に集中出来るように介助をお願いします」との説明を受け競技者Ａさ

んと共に 6日間過ごしました。 

Ａさんは、わたしよりも背も高く体格の良いとてもしっかりとした 60代後半の女性です。同行援護

の勉強はしてきたつもりですが、こんなに長い期間ご一緒したこともなく緊張しました。心配は、ホテ

ル（シングルルーム）、食事、競技スケジュール管理など、相手の方が今何をしてほしいのか？先走

ってもいけないし、気か利かなくても・・・と思い悩みましたが、こちらの気持ちが徐々に伝わり期間

中とても楽しく、素晴らしい体験ができました。 

大会の結果、お陰さまでＡさんは優勝。表彰式で金メダルを首にかけた時は、自分の事のように

嬉しく素晴らしい感動をうけてきました。 

Ａさんをはじめ、全国から集まった多くの障がい者の方々が明るく元気な笑顔でスポーツを楽し

む姿に感動をし、4年後に当県で開催の「いちご一会とちぎ大会」へしっかりと参加者の夢を引き継

いでいかなければならないと胸に刻み、帰路につきました。 

訪問介護員  種 田 千 佳 子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

とちぎ地域福祉ネット他事業所見学会に参加して 

10月25日（木）「とちぎ地域福祉ネット対外団体見学会」に参加。夏はほたるが飛び交う自然のま

まの体験型カフェに集合。最初の見学地は、大きな古民家風の建物「ゆっくりサロン」。共生型コミュ

ニティサロンは、通所型サービスＢとして 29 年 4 月事業を開始、その取り組みについて、理事長の

荒木様から伺った。ボランティアの方々が、食事の献立、買物調理をまかない、バランスの良い昼

食を提供している。また、介護予防の運動、趣味の講座は、仲間作り、孤立防止、社会参加につな

がっていること。 

 説明を聞き、日光市のオアシス事業と、ウエーブのふれあい事業、「ほっとウエーブ」の居場所が

一体化したような活動でした。最後は、那須町が進める小学校の廃校を、地域住民の交流拠点にし、

介護、子育て、まちづくり、人権、環境をテーマにした講座を「楽校」と名付けて開催。  

 各教室は、地産地消支援の市場、手仕事工房、カフェ等を開設、「那須まちづくり株式会社」が運

営し、住民の雇用と交流の場となっていた。 

ほっとウエーブ担当   鈴 木 ち ず 子   

 
介護職員初任者研修を受けて 

９月から週１回、介護職員初任者研修を受けました。ヘルパーの基本となる研修で、介護の理念

や実技、実習など大変充実した内容でした。一緒に受講した方のほとんどが、介護の現場ですで

に働いていたので、色々な話を聞くことが出来、勉強になりました。実習では、胃ろうの方やあまり

起きない方など様々な方がいて、介護の方法もいろいろある事を学びました。これから、この研修で

得たものを少しでも役立てられたらいいと思います。 

活動会員  大 貫 朋 子  
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紅葉狩り、体験学習、クリスマス会・・・デイサービスだより 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紅葉狩り 
今年も、東照宮・霧

降方面に紅葉狩りに

行ってきました！ 

木の葉が織り成す色

鮮やかな紅葉は、ま

るで絵画のようで、

見る者の目を虜にし

ました！また来年が

楽しみですね（笑）。 

体験学習 

豊岡中学校から、体

験学習で４名の生徒

さんがボランティア

に来てくれました。

当日は、目の前で楽

器を演奏し、美しい

音色を聞かせてくれ

ました。本当に有難

うございました！ 

クリスマス会 

マジシャンの星笑楽

（ほししょうらく）

さんが、クリスマス

会でマジックを披露

してくれました。

次々と繰り出される

巧妙なマジックに皆

さん感動しっぱなし

でした！ 
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コミュニケーション能力とは？―活躍できる女性の考え方― 

先日、日光市主催のキャリアマネジメント講座を受講しました。2回の研修を通じて、女

性が活躍するための考え方を学びました。 

人生 100年時代と言われて久しいですが、妻、母、社会人など、女性がもとめられる理想

像が非常に多い現代において、大切なのは「自分を理解し、強みを活かす」ことです。その

中でも特に身近な、コミュニケーションの取り方＝「対人関係力」を向上させることで、社

会で活躍できる機会は飛躍的にアップします。 

コミュニケーションとは決して特別なことではなく、誰もがごく普通に行っていることで

す。相手が何を考えているか？また自分が相手に何を求めているのかを思いやり、お互いに

伝えることです。育児をされた方は特に身に覚えがあるのではないでしょうか？相手を思い、

受け取りやすい形で気持ちを伝えるという方法は子育てに限ったものではありません。 

会社においても、同僚や部下を分析し、その人に合わせて言葉がけをすることで、より良

い信頼関係を築いていくことができます。お互いが真剣に向き合い、これを実践できれば、

自ずとそれぞれが力を発揮できる環境が整っていきます。 

コミュニケーションが円滑にとれるとストレスを溜めずに済み、ひいては自分らしく生き

ることに繋がります。自分を心身ともに大切にして生き生きとした毎日を送りたいですね。 

デイサービス介護職員 見 目 悦 子   

 

～16時だよ‼ 全員点灯‼～ 

日頃より自動車の安全運転には細心の注意を払われていると思います。運転は真剣勝負。

いったん事故を起こしてしまいますと、当事者のみならず家族や周りの人たちに迷惑をかけ

てしまいます。絶対に事故は起こさないと、強く心に誓って運転していただきたいと思いま

す。先日、安全運転管理者講習会を受講してきました。その内容をお知らせしますので、安

全運転の一助になればありがたいと思います。 
1、『16時だよ‼ 全員点灯‼』 

夕暮れから夜間にかけて交通事故が多発しているそうです。16 時になったらヘッドライ

トを点灯しましょう。期間は、平成 31年 2月 28日までです。昔、テレビで「8時だよ全員

集合」がありましたね。 

2、『止まっていますか？横断歩道』『止まってくれない栃木県』 

信号機のない横断歩道で、横断しようとしている人がいるとき、一時停止する車は全国平

均で 8.6%(1000台のうち 86 台)、栃木県は 0.9%(1000 台のうち 9 台)でワースト 1位だそう

です。横断歩行者妨害違反として罰則がありますが、マナーアップとして心がけたいですね。 

3、『命を照らせ‼』  

夜間走行のヘッドライトは、ハイビーム(上向き)運転が原則です。ロービーム(下向き)

の視界は 40ｍ、ハイビームは視界 100ｍ、早めに歩行者を発見できます。ただし、法律で対

向車や前を走る車がいる場合はロービームに切り替えなければなりませんので、めんどうで

もこまめに切り替えてください。 
4、『しっかり止まって しっかり確認 しずかに発進』 

心にゆとりをもって運転しましょう。一時停止のところでは、止まったつもりでなく、確

実に止まりましょう。「だろう運転」ではなく、「かもしれない運転」を。 

5、『雪道、凍結道路に要注意』 

スピード減速する、車間距離をとる、ブレーキは早めに、急発進・急ブレーキ・急ハンド

ルしない、四駆の車でもスリップする。 

ウエーブ安全運転管理者 芳 賀 勝 夫  
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医療川柳・四字熟語 ・・ 家族会員  髙賀茂 敏男 

・ 点滴に お酒混ぜてと 悪あがき 

・ 病院で 再会だけは お断わり 

・ 合 意 仲 隔
ご う い  ち ゅ う い

 

グループ活動等は定期的に意識合わせを

していないと意識が薄れて仲間離れして

しまうので注意する事。

 

インフルエンザについて 

 インフルエンザは、38度以上の発熱、頭痛、関節痛などの症状を中心に突然発生するウ

ィルス感染症です。稀に、37度 5分位でもインフルエンザ陽性の方も居ります。流行は初

冬から春先ですが、一年を通して発症します。 

 インフルエンザの予防法は流行前に予防接種を受けることも大事ですが、適度な湿度環境

を保ち、外出後の手洗い、うがいをし、むやみな外出を控える事も有効な予防の手段となり

ます。 

デイサービス看護師 福 田 恵 子   

 

ノロウィルスによる食中毒に注意を！ 

 栃木県内でノロウィルスによる食中毒が発生する危険が高まっています。 

 ノロウィルスの特徴は、感染力が非常に強いことです。また、下痢や嘔吐等を中心とする

胃腸炎症状を起こします。石けんを使った手洗いを実施することが、食中毒予防のポイント

です。 

ノロウィルスによる食中毒予防の４原則 

持ち込まない 拡げない 加熱する つけない 

・石けんによる事

前手洗いの励行

（２回以上を推

奨） 

・健康管理（下痢、

嘔吐等体調不良

時には食品を取

り扱わない）の徹

底 

・石けんによる手洗い

の徹底 

・調理施設のこまめな

清掃 

・調理設備、器具の適

切な洗浄、消毒（方

法：煮沸、次亜塩素

酸ナトリウム液な

ど）及び使い分け

（交差汚染の防止）

の実施 

・トイレの定期的な清

掃、消毒も不可欠 

・食品の中止の温度

85～90℃で 90秒以

上の加熱の徹底 

・石けんによる手洗

いの徹底 

・使い捨て手袋やマ

スクの正しい着用

（素手で直接食品

に触れない） 

・調理設備、器具の

適切な洗浄、消毒

の実施 

・衛生的な作業着の

着用 

・非加熱食品、加熱

後の食品の取り扱

いに特に注意が必

要 
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障害福祉サービスと介護保険サービスの制度の整理 

【対象者】 

 障害福祉サービス 介護保険サービス 

対 象 者 ・40歳未満の方 

・40～64歳で 16の特定疾病に該当し

ない方 

・65歳以上で「認定」を受け非該当にな

った方 

・40～64歳で 16の特定疾病のために介

護が必要であると「認定」を受けた方 

・65歳以上で介護が必要であると「認定」

を受けた方 

障害福祉サービス 利用できる 介護保険にないサービスを利用できる 

介護保険サービス 利用できない 優先して利用できる 

【仕組み】 

  障害福祉サービス 介護保険サービス 

支援の必要量の基準 障害支援区分（区分 1～6） 要介護度（要支援 1・2 要介護 1～5） 

サービスの利用計画 サービス等利用計画 

特定相談支援事業所 

居宅サービス計画  

（要支援）地域包括支援センター  

（要介護）居宅介護支援事業所 

サービスの決定 サービス等利用計画に基づき、市町村

がサービスの種類・支給量を決定。区

分ごとの利用できる単位は決まってい

ない。 

担当のケアマネジャーと相談のもと、どのよ

うなサービスをどのくらい利用するか決定。

介護度により利用できる上限の単位が決ま

っている。 

支援専門員 ・相談支援専門員 

・障害福祉サービスを利用する方の相

談員 

・サービス等利用計画を作成 

・給付管理票はない 

・毎月、モニタリングを行わないケースも

多い 

・介護支援専門員 

・介護保険を利用する方のケアマネジャー 

・居宅サービス計画を作成 

・給付管理 

・毎月、モニタリングを行う 

 モニタリング……観測・調査・分析すること 

【適用関係】 障害者手帳を持っている場合でも、介護保険サービスの「認定」を受けた場合は、介護保険優

先の原則により障害者総合支援法ではなく介護保険法が優先されます。また、介護保険サービスにはなく、

障害福祉サービスで対応可能な場合は、障害福祉サービスでの利用が認められます。 

【支援専門員の流れ】 仕事の流れは同じように見えますが、障害福祉サービスのサービス等利用計画案は、

市町村に提出しなければなりません。それが無いと、受給者証（介護保険証と同じようなもの）が、発行されま

せん。 介護保険は、要介護度により、サービスの利用の単位が決まっていますが、障害福祉サービスの場

合、要介護度と同様の支援区分はありますが、支援区分により、利用できるサービスの単位は決まっていませ

ん。それぞれのサービスごとに、必要な量を「サービス等利用計画案」で明確にし、支給決定を受けることにな

ります。 例えば、家事援助 5時間、身体介護 10時間、というように、1か月に必要な時間を申請し、受給者証

に記載されます。モニタリングにおいても、毎月出ないことも多く、半年に一回という方も珍しくありません。 

（参考資料：日本ホームヘルパー協会おおさか 小野寺 美雪） 
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$ 『ほっとウエーブ』 ニュース 1月～3月開催 

オカリナ演奏会 平成３１年１月３１日(木)日光きりふりの風  午後１時～２時３０分 

すごろく交流会 平成３１年２月１４日(木)日光報徳きらり会  午後１時～２時３０分 

※ 毎週木曜日午後は、「ＤＶＤ楽しい音楽リハビリ」で体操をおこなっています。 

※ 皆さま、火・水も開いています。どうぞお気軽に、お立ち寄りください。 

 

活 動 報 告 （平成 30年 9月 29日～平成 30年 12月 26日） 

10/6 （土）   チャリティウォーク夕食準備ボランティア 8名 

10/7 （日） 第 6回チャリティウォーク 56.7参加・ボランティア 4名 

10/9  (火)  日光市立東中学校 1年生体験学習（ボランティア活動） 2名 

10/13 (土） 日光青年会議所 10月例会 “知って得するサステナブル！”     1名 

10/23 (火)  にっこう福祉のまちづくり今市地区推進委員会 1名 

10/25（木） 介護労働者雇用管理責任者講習会（宇都宮）            1名 

11/13 (火)   日光市立豊岡中学校 3年生体験学習（ボランティア活動） 4名 

11/16（金）  日光市ケアマネジャー連絡協議会研修会 2名 

    日光市コミュニティケア研究会                  2名 

11/21（水） 日光市通所介護職員向け機能訓練等研修会             1名 

11/28（水）  地域共助型生活交通導入ガイドラインに関する説明会（宇都宮） 2名 

        主任介護支援専門員連絡会                     1名 

12/3 (月)  住民主体の助け合い活動推進連絡会議（宇都宮）           2名 

12/6  (木）  障害者支援施設職員・福祉関係職員研修会（宇都宮）         1名 

12/9 （日）  日光市協働のまちづくり市民研修                  1名 

12/10（月）  栃木県ホームヘルパー協議会研修会（宇都宮）           1名 

12/16 (日)  デイサービスクリスマス会 35名 

10/9 （火）10/12 (金)  東照宮車椅子ボランティア              延 7名 

10/23（火）12/18（火） 理事会                      延 18名 

10/24 (水) 11/21（水）12/19 (水) 

                   スタッフミーティング（ウエーブの在り方検討会） 延 30名 

10/25（木）11/26（月） とちぎ地域福祉ネット定例会（那須町・宇都宮）  延 6名 

10/31 (水) 11/30 (金)  ヘルパーミーティング・研修 延 59名 

11/1  (木) 11/13 (火)  キャリア・マネジメン講座    延 2名 

11/15（木）12/4 （火） 日光市介護保険事業者向け研修会            延 5名 

11/24 (水) 12/10 (月)  デイサービスミーティング・研修 延 16名 

11/30（金）12/20（木） 認定（特例認定）NPO法人取得応援セミナー（宇都宮）  延 2名 
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会 員 募 集 ウエーブは、皆さまのご支援、ご協力によって活動を続けています。 

「困ったときはお互いさま」 お時間の空いている時に、登録してご一緒に活動してみませんか。 

正会員会費      ３，５００円  家族会員会費 ６，０００円 

賛助会費（個人）１口 ３，０００円  （法人）１口 １０，０００円 

『認定 NPO 法人』を継続していくために、寄付（賛助会費は寄付にあたります）３０００円以上を、

毎年１００人以上から、支援していただくことが条件にあります。ご支援よろしくお願いいたします。 

 

 
 
 
 

正会員（活動・利用会員） 総合計 １５９名（活動６２名・利用９７名） 

新規） ８名    

 

継続）１０名  

   

家族会員           合計  ２６家族 

新規） ２名 （利用） 

   

賛助会員 

法人  合計７法人    ７口   ７０,０００円 

個人  合計９３名 １０８口  ３２４,０００円 

   

寄付者  合計９３名  合計金 1，２０４，３６２円 

   

その他 

その他たくさんの方からお菓子、野菜、お茶、日用品などのお心遣いをいただきました。 

お名前は省略させていただきます。誠にありがとうございました。 

ご協力誠にありがとうございました   （順不同・敬称略） 

          会員・寄付者ご芳名（平成 30年 9月 26日～平成 30年 12月 25日） 


